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　市は、定住促進を図るため、空きマンションを活用した世帯向け住宅を確保し、
良質な住居環境の整備を行います。高梁市単身用住宅改修整備促進補助金（学生
宿舎活用促進事業）を利用して事業を実施する予定の人を対象に助成をします。
◆補助金額　�補助対象経費の３分の１に相当する額（改造し、建築した世帯向け

住宅１戸当たり８０万円が限度）
※その他の要件など、詳しくはお問い合わせください。

■学生宿舎活用促進に補助金を交付します

■問い合わせ・申し込み　秘書政策課企画調整係　☎�０２０８

　市は５月21日、市行財政改革アドバイザーの坂口正治さんに「備中高梁伝
えたいし！」を委嘱しました。坂口さんは、郷土の偉人山田方谷の教えを基にして、
全国の自治体等への行政経営支援や講演会講師として活躍されており、活動を
通じてボランティアで高梁を全国にＰＲしていただきます。
◆「備中高梁伝えたいし！」を委嘱している皆さん
　　井上由美子さん（歌手）、葛城ユキさん（歌手）、まつもとななみさん（歌手）

■「備中高梁伝えたいし！」を委嘱しました

■問い合わせ　産業振興課観光振興係　☎�０２２９

■「ふるさと高梁」の応援ありがとうございます

■問い合わせ　秘書政策課企画調整係　☎�０２０８

　ふるさと納税制度により、全国から多くの寄付金をいただき、ありがとうご
ざいました。いただいた寄付金は、「高梁市ふるさと応援基金」に積み立て、有
効に活用しています。今後とも、「ふるさと高梁」の応援をよろしくお願いします。
◆寄附金額　２３０万円（３２人）
※「ふるさと納税制度」は、出身地など応援したい自治体へ寄付をした場合に、所得税
や居住する自治体の住民税が軽減される制度です。

　市は、びほく森林組合に事業委託して、竹林の所在地と現状の調査を行って
います。調査員が市道沿いを中心に、市内に点在する竹林の所在調査を行いま
す。
　お近くを調査する時は、聞き取り調査などにご協力をお願いします。

■竹の利活用事業　竹林の所在地等の調査を行っています

■問い合わせ　産業振興課産業振興係　☎�０２２９

　昨年、５４１人の選手を迎え、ボランティアや地域の皆さんの協力で開催さ
れた「ヒルクライムチャレンジシリーズ２０１２高梁吹屋ふるさと村大会」。
　今年は、１０月５日（土）、６日（日）に開催されます。
　現在、参加者（出場選手）の募集を行っています。多くの市民の皆さんの参加
でこの大会を成功させましょう。
　エントリーはこちらから　 ▼ 　公式サイト　http://hill-challenge.jp

■ヒルクライムチャレンジシリーズ2013高梁吹屋ふるさと村大会　参加者募集中！

■問い合わせ　同大会実行委員会事務局（スポーツ振興課内）　☎�０４２５

　市は、健康増進施設朝霧温泉ゆ・ら・ら敷地内の貯湯タンクから３カ所の給水管
を取り出し、蛇口にホースを付けた簡易の「無料温泉スタンド」を設置しました。
　持参したポリタンクやペットボトルに温泉水（冷泉）を入れて持ち帰ることがで
きます。家庭浴用として、健康増進に役立ててください。

◆利用期間　毎日利用できます。ただし、年末年始（１２月２８日～１月４日）を除く。
◆利用時間　午前１０時～午後５時まで（施設を施錠するため）
◆注意事項　持ち帰った温泉水は浴用のみにご利用ください。飲用できません。

■「無料温泉スタンド」を開設しました

■問い合わせ　健康づくり課健康増進係　☎�０２６７

　高梁市の国県市指定文化財や国登録文化財を１冊にまとめた「高梁市の文化財」と高梁市にゆかりのある歴史上の
人物をまとめた「高梁市の歴史人物誌」を刊行しました。

■「高梁市の文化財」「高梁市の歴史人物誌」を刊行しました

■問い合わせ　社会教育課文化係　☎�１５１６

「高梁市の文化財」　　価格：１冊 １０００円
　市内に所在している国県市指定文化財や国登録文化財、合計２００件を収録していま
す。
　過去に刊行されていた旧市町それぞれの文化財冊子を基に、刊行後に指定されたもの
を新たに加え、写真を多用するビジュアルブックとなっています。
　さらに文化財それぞれにＱＲコードを作成しており、携帯電話等で読み取れば、文化
財の詳細な地図が表示されるようになっています。

「高梁市の歴史人物誌」　　価格：１冊 ５００円
　古代から現代にいたるまでの高梁市にゆかりのある歴史上の人物、４３８人を収録し
ています。人物の生い立ちなどを掲載し、どのような人物であったかを紹介。高梁市の
人物を知る事典としてご利用いただけます。

◆販売場所　社会教育課、高梁中央図書館、郷土資料館、文化交流館、総合文化会館

■夏の暑さはプールで解消！　市民プールを開設します

■問い合わせ　スポーツ振興課　☎�０４２５

◆開設するプール　有漢市民プール（有漢町有漢3387）　☎�３２００
　　　　　　　　成羽市民プール（成羽町成羽601）　☎090-8993-3817　
　　　　　　　　坂本市民プール（成羽町坂本1060）　☎�２２２４

◆利 用 期 間　有漢市民プール　７月２０日（土）～８月１８日（日）　正午～午後４時
　　　　　　　　成羽市民プール　７月２０日（土）～８月１８日（日）　正午～午後４時
　　　　　　　　　　　　　　　　（休場日：７月２７日（土）、７月２８日（日））
　　　　　　　　坂本市民プール　７月２０日（土）～８月１８日（日）　午後１時～午後３時
　　　　　　　　　　　　　　　　（休場日：７月２４日（水）、３１日（水）、８月７日（水）、１３日（火）～１６日（金））
◆入場料（１人１回）�小学生４０円、中学生５０円、高校生７０円、大人９０円
◆利用の心得　小学４年生以下は付き添いの保護者（16歳以上）がいないと入場できません。

高梁市民プールは、お休みします。
　施設の老朽化に伴う改築工事のため、本年度は開設することができません。平成２６年度にリニュー
アルして開設する予定です。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をよろしくお願いします。


